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○
議
案
の
内
容

　

補
助
事
業
、
単
独
事
業
及
び
積
立
金
の
追
加
を

内
容
と
す
る
も
の
で
、
公
共
施
設
等
整
備
基
金
へ

の
積
立
て
の
ほ
か
、
市
民
プ
ラ
ザ
等
で
実
施
す
る

文
化
芸
術
事
業
に
対
す
る
補
助
金
な
ど
、
歳
入
歳

出
予
算
に
７
億
７
千
200
万
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
537
億
９
千
200
万
円
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　
今
回
、７
億
５
千
万
円
が
積
み
立
て
ら
れ
る
公

共
施
設
等
整
備
基
金
に
つ
い
て
、直
近
で
消
防
署
や

市
民
会
館
な
ど
公
共
施
設
の
再
整
備
が
目
白
押
し

と
な
っ
て
い
る
が
、こ
の
基
金
の
積
み
立
て
の
方
針
、

考
え
方
を
聞
き
た
い
。

　
　
今
後
数
年
間
で
大
型
の
公
共
施
設
、
南
部
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
や
市
民
会
館
、
斎
場
、
消
防
本

部
等
の
再
整
備
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
補
助
金
や

市
債
の
活
用
も
図
っ
て
い
く
が
多
く
の
一
般
財
源

が
必
要
と
な
る
。
事
業
費
が
確
定
し
な
い
た
め
目

標
は
設
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
整
備
に
よ

り
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
、

こ
の
基
金
を
な
る
べ
く
ふ
や
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
55
号
　
平
成
29
年
度
足
利
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
2
号
）に
つ
い
て

総
務
企
画
防
災
常
任
委
員
会

　

大
須
賀
委
員
長
、杉
田
副
委
員
長
、

　

末
吉
、栗
原
、小
林（
克
）、渡
辺
、酉
田
、平
塚　

各
委
員

答 問

常 任 委 員 会 の 審 査 か ら常 任 委 員 会 の 審 査 か ら常 任 委 員 会 の 審 査 か ら
本会議で付託された主な議案等について、各常任委員会の審査状況を報告します。本会議で付託された主な議案等について、各常任委員会の審査状況を報告します。

○
議
案
の
内
容

　
介
護
納
付
金
及
び
国
庫
支
出
金
等
の
精
算
に
よ

る
償
還
金
の
追
加
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
歳
入

歳
出
予
算
に
１
億
８
千
980
万
円
を
追
加
し
、
予
算

の
総
額
を
204
億
180
万
円
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　
療
養
給
付
費
負
担
金
等
の
精

算
に
伴
う
償
還
金
が
平
成
28
年
度

よ
り
減
額
と
な
っ
た
。
平
成
28
年

度
は
高
額
な
薬
剤
が
保
険
適
用
と

な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
国
は
緊
急

的
に
薬
価
を
下
げ
る
等
の
対
応
を

し
た
が
、
そ
の
影
響
も
あ
る
の
か
。

　
　
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
調
剤
費
が
あ
り
、
療

養
給
付
費
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
平
成

27
年
度
と
の
対
比
で
は
４
千
586
万
円
ほ
ど
減
少
し

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
取
り
扱
い
件
数
に
つ
い

て
は
１
千
483
件
ほ
ど
上
昇
し
て
い
る
た
め
、
そ
う

い
っ
た
点
か
ら
見
る
と
国
の
薬
価
改
定
が
影
響
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
57
号
　
平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計（
事
業
勘
定
）補
正
予
算（
第
１
号
）に
つ

い
て

民
生
環
境
水
道
常
任
委
員
会

　

金
子
委
員
長
、須
田
副
委
員
長
、

　

鶴
貝
、大
谷
、大
島
、柳
、尾
関
、中
山　

各
委
員

答 問

○
議
案
の
内
容

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
区
域
に

お
け
る
災
害
の
発
生
状
況
か
ら
、
周
辺
住
民
の
安

全
確
保
が
急
務
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
新
た
に
指

定
す
る
保
全
地
区
に
お
け
る
許
可
の
適
用
期
間
を

６
月
か
ら
３
月
と
す
る
た
め
、
条
例
を
改
正
し
よ

う
と
す
る
も
の
。

○
主
な
質
疑
応
答

　
　
条
例
の
改
正
に
よ
り
、
許
可
の
適
用
期
間
を

３
月
に
短
縮
す
る
こ
と
で
、
何
か
支
障
は
な
い
の
か
。

　
　
新
た
に
指
定
す
る
保
全
地
区
が
適
用
さ
れ
る

ま
で
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
業

者
が
設
置
事
業
に
着
手
す
る
ま
で
、
一
定
の
期
間

を
設
け
る
な
ど
の
配
慮
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

基
本
的
に
は
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。
あ
く
ま
で
近
年
、
全
国
的
に
発
生
し
て

い
る
大
規
模
な
自
然
災
害
の
状
況
を
考
慮
し
、
設

置
事
業
が
実
施
さ
れ
る
周
辺
住
民
の
安
全
安
心
な

生
活
環
境
を
早
期
に
確
保
す
る
た
め
の
対
応
で
あ

る
。

○
審
査
結
果　

原
案
の
と
お
り
可
決

議
案
第
58
号
　
足
利
市
自
然
環
境
、
景
観
等
と

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
事
業
と

の
調
和
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
つ
い
て

答 問 教
育
経
済
建
設
常
任
委
員
会

　

冨
永
委
員
長
、小
林（
貴
）副
委
員
長
、

　

中
島
、横
山
、吉
田
、斎
藤
、荻
原
、黒
川　

各
委
員

9


